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　ファミリー・サポート・センターとは、子育ての援助をしてほしい方（ファミリー会員）と子育ての手助けをしてくだ
さる方(サポート会員)が会員となり、センターがファミリー会員の依頼内容や要望に合うサポート会員を紹介し、相互援
助活動を通じ、子育て家庭を応援する有償のボランティア活動を進めていく会員組織です。

会員募集！
　ぜひ皆さんに参加していただき、子育てのお手伝いをしていただきたい
と思います。
※もしものときに備えて、補償保険に加入しています(費用は市が負担）
サ�ポート会員になれる方／市内に住み、心身ともに健康で子育てに理解と
意欲のある20歳以上の方
サ�ポート会員になるためには／センター主催の入会説明会と養成講習会を
受講し、援助できる曜日・時間・内容などを登録していただきます。説
明会・講習会の開催日時は、随時広報あさかでお知らせします。
援助できる内容／
・�保育園等への送迎、開始前および終
了後のお預かり
・�保護者の資格取得や外出、リフレッ
シュのためのお預かり
※そのほか、ファミリー会員が必要と
する育児援助についてお手伝いします。
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～地域市民で子育てのお手伝い～

問／ファミリー・サポート・センター(保育課内)　　☎483-4501
開所時間／午前９時〜午後５時　　　休所日／土・日曜日、祝日、年末年始

ファミリー・サポート・センターをご利用ください

ファミサポのしくみ

援助を依頼したい会員はファミリー・サポート・センターに連絡します

ファミリー会員
育児の援助を受けたい人
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育児の援助を行う人

ファミリー・サポート・センター

アドバイザー

アドバイザーはサポート会員をコーディネイトします

ファミリー会員、サポート会員とアドバイザーによる事前打ち合わせをします

会員による相互援助活動
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　２人目を出産し、上の子と同じ園に入園も決まり、
会社と復職の面談が終わった頃、下の子の病気が判
明し、予定通り園に通うことができなくなりました。
　数か月、家族で頑張りましたが、現実的に厳しく、
サポートをお願いしました。
　知らない方に子どもを預けるのは大変勇気が必要
でしたが、良い方をご紹介いただき、子どももすぐ
に大好きになり、子の小さな成長も一緒に喜んでも
らえて、今では安心してお願いしています。

　朝霞に住んで18年。仕事も退職し、少しは朝霞市にお返し
もしなくてはとの思いから、ファミリー・サポートの講習を
受けることにしました。子育て中の方、リタイアした方、い
ろいろな方が参加して、いい制度だなと感じました。
　登録した翌日にすぐ保育園送迎の打診をいただき、サポー
トを必要としている方々の存在を痛感しました。他の自治体
で子育てをした私ですが、本当にたくさんの方に助けていた
だいたこと、今更ながら思い至りました。久しぶりのおんぶ
での保育園通いに緊張もしましたが、今では迎えに行くとニ
コニコ出迎えてくれるお子さんに助けられ、日に日に言葉も
増えてゆくお子さんと一緒に、お母さんの帰りを待つ時間を
楽しんでいます。

ファミリー会員さんの声

サポート会員さんの声


